
お 知 ら せ
i n f o r m a t i o n

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

〜
知
っ
て
い
ま
す
か
？
困
っ

た
と
き
の「
１い

や

や

８
８
」〜

　
「
悪
質
商
法
な
ど
に
よ
る
被
害

に
あ
っ
た
」「
あ
る
製
品
を
使
っ
て

け
が
を
し
て
し
ま
っ
た
」な
ど
の

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
で
困
っ
て
い
ま

せ
ん
か
？

　

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン「
１
８
８

（
局
番
な
し
）」は
、
お
近
く
の
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
消
費
生
活

相
談
窓
口
を
案
内
し
て
く
れ
ま
す
。

※
通
話
料
金
は
、
最
寄
り
の
相
談
窓

口
に
つ
な
が
っ
た
時
点
か
ら
か

か
り
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。

「
介
護
就
職
デ
イ
」福
祉
関
係

合
同
面
接
会

　

福
祉
の
仕
事
内
容
や
魅
力
が
分

か
る
、
Ｐ
Ｒ
動
画
を
ご
覧
い
た
だ

く
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
を
始
め
と
し
た
各
ブ
ー
ス
で
の

相
談
の
ほ
か
、
求
人
の
応
募
も
可

能
で
す
。

　

福
祉
関
係
へ
の
就
職
を
希
望
し

て
い
る
皆
さ
ん
、
合
同
説
明
会
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
参
加
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
左
記
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

雇
用
保
険
受
給
者
は
、
求
職
活

動
実
績
と
な
り
ま
す
の
で
、
受
給

資
格
者
証
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
た
め
、
マ
ス
ク
着

用
の
ほ
か
、
発
熱
や
２
週
間
以

内
に
多
発
地
域
へ
の
移
動
歴
な

ど
が
あ
る
方
は
参
加
を
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。

○
日
時

　

11
月
18
日
㊌
午
後
２
時
か
ら

　

午
後
４
時
ま
で

○
会
場　

　

ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま

多
目
的
展
示
ホ
ー
ル
Ｂ

○
対
象

　

福
祉
関
係
へ
の
就
職
を
希
望

し
て
い
る
求
職
者（
新
規
学
校

卒
業
予
定
者
を
含
む
）

○
参
加
企
業

　

約
20
社（
予
定
）

※
企
業
担
当
者
は
参
加
し
ま
せ
ん
。

○
主
催

　

福
島
労
働
局
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

郡
山

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
郡
山
人
材
確
保

対
策
コ
ー
ナ
ー

☎
０
２
４

－

９
４
２

－

８
６
０
９

　

部
門
コ
ー
ド
４
１
＃

令
和
２
年
分
年
末
調
整
説
明

会
開
催
中
止
の
お
知
ら
せ　

　

郡
山
税
務
署
で
は
、
毎
年
11
月

に
年
末
調
整
説
明
会
を
開
催
し
て

い
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か

ら
、
今
年
の
開
催
を
中
止
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

　

な
お
年
末
調
整
の
諸
用
紙
は
、

10
月
下
旬
に
発
送
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

問
郡
山
税
務
署

☎
０
２
４

－

９
３
２

－

２
０
４
１

（
代
表
）

※
税
務
署
へ
の
問
い
合
わ
せ
は
、

自
動
音
声
案
内
で
ご
案
内
し
て

い
ま
す
。

　

用
件
に
応
じ
た
番
号
を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。

・
年
末
調
整
に
関
す
る
一
般
的
な

ご
相
談
…

　
「
１
」番（
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
）

・
年
末
調
整
に
関
す
る
相
談
の
事

前
予
約
…

「
２
」番（
税
務
署︿
源
泉
所
得
税

担
当
﹀）

・
各
種
用
紙
請
求
…

「
２
」番（
税
務
署︿
管
理
運
営
部

門
﹀）

　

な
お
各
種
用
紙
の
様
式
な
ど

は
、
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（https://w
w

w
.nta.go.jp

）か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

あ
な
た
の
大
切
な
遺
言
書
を

法
務
局
が
守
り
ま
す
！

　

７
月
10
日
か
ら
遺
言
の
利
用
を

促
進
し
、
遺
言
を
め
ぐ
る
紛
争
を

防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

法
務
局
で
自
筆
証
書
遺
言
書
を
お

預
か
り
す
る
制
度
が
始
ま
り
ま
し

た
。

　

自
筆
証
書
遺
言
書
は
、
自
書
さ

え
で
き
れ
ば
遺
言
者
の
み
で
作

成
で
き
、
手
軽
で
自
由
度
の
高
い

も
の
で
す
が
、
遺
言
書
の
紛
失
や

亡
失
、
相
続
人
に
よ
る
隠
匿
や
改

ざ
ん
な
ど
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
し

た
。

　

そ
こ
で
法
務
局
が
自
筆
証
書
遺

言
書
を
適
正
に
保
管
管
理
す
る
こ

と
で
、
遺
言
書
の
紛
失
や
亡
失
、

相
続
人
に
よ
る
隠
匿
や
改
ざ
ん
の

防
止
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
遺
言

書
の
把
握
も
容
易
と
な
り
ま
す
。

ぜ
ひ
本
制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

　

手
続
き
に
必
要
な
書
類
な
ど
、

詳
し
く
は
法
務
局
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

ま
た
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。（
手
続
き
は
予
約
が

必
要
と
な
り
ま
す
。）

問
福
島
地
方
法
務
局　

供
託
課

☎
０
２
４

－

５
３
４

－

１
９
７
１

問
福
島
地
方
法
務
局
郡
山
支
局

☎
０
２
４

－

９
６
２

－

４
５
０
０

福
島
県
最
低
賃
金
が
10
月
２

日
か
ら
変
わ
り
ま
し
た

〜
時
間
額
８
０
０
円
〜

　

福
島
県
最
低
賃
金
は
、
従
来
の

時
間
額
７
９
８
円
か
ら
２
円
引

き
上
げ
ら
れ
、
10
月
２
日
か
ら

８
０
０
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
最
低
賃
金
は
、
常
用
、
臨

時
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
ア
ル
バ

イ
ト
な
ど
の
名
称
に
か
か
わ
ら
ず

県
内
の
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用

さ
れ
、
使
用
者
は
、
そ
の
金
額
以

上
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

な
お
最
低
賃
金
に
は
、
次
の
賃

金
は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
精
皆
勤
、
通
勤
、
家
族
手
当

○
時
間
外
、
休
日
の
割
増
賃
金
お

よ
び
深
夜
手
当

○
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
、

１
ヵ
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に

支
払
わ
れ
る
賃
金

問
福
島
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
２
４

－

５
３
６

－

４
６
０
４

「1
い や や

88」にダイヤルすれ
ば全国どこからでもつ
ながるよ！
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